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は じ め に 
 

 

水は雨となって降り注ぎ、地表や河川、地下を経て海に流れ、その後、蒸発して再び雨とな

る過程を絶えず繰り返しています。このような水の循環は、わたしたちの生活や自然の営みの

みならず、気候変化の影響の緩和、水質の浄化、多様な生態系の維持等、環境保全に重要な

機能をあわせもっています。 

川崎市では、これまで、水質浄化対策や地下水かん養機能の保全等の取組を進めてきまし

たが、河川の水質が改善傾向にあるなど、一定の成果が得られています。 

一方、近年の宅地化等土地利用状況の変化に今後も対応していくためには、健全な水循環

の確保や、水量・水質・水生生物・水辺地といった水環境の構成要素を総合的に捉えた施策の

計画的な推進が必要となります。 

環境問題は、その対象が広範囲に及ぶとともに、それぞれが互いに影響しあうことから、本

市では、よりよい環境を将来の世代に引き継いでいくため、総合的な対策を推進し、低炭素社

会、循環型社会、自然共生社会を三本の柱に、“ＣＣかわさきエコ暮らし”をキャッチフレーズと

して、環境を守り自然と調和した活気あふれる持続可能な市民都市かわさきの実現をめざした

取組を進めております。 

こうしたことから、このたび本市では、健全な水循環の確保、良好な水環境の実現をめざして

新たな施策をとりまとめた「川崎市水環境保全計画」を策定しました。この計画に基づき、市民・

事業者等多くの皆様とともに、「人と水とのつながりが回復され、市民がやすらぎ、安心できる水

環境」の実現に向け、総合的かつ計画的に施策を推進してまいりたいと考えておりますので、

皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 
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